
 

墨堤の桜再生計画策定支援業務委託（その１）プロポーザル実施要領 
 
１ 目的 
  墨堤の桜は、江戸時代から続く花見の名所として区民や来街者に親しまれてきた、本区の歴

史・文化を象徴する貴重な財産である。 
現在の桜は、そのほとんどが首都高速道路建設工事の復旧時に植えられたソメイヨシノであ

あるが、植栽から３０年余り経って一部の桜が弱ってきたことから、区では平成１４年度に「墨

堤の桜の保全創出事業」に着手し、間伐や土壌改良による桜の保全、多種多様な桜の新植やラ

イトアップによる桜の創出に取り組んできた。 
その後、ボランティア団体との協働により桜の保全活動を継続してきたが、近年、樹齢が約

６５年を超えて老齢化が進み、樹勢の衰退や病虫害（ナラタケモドキやクビアカツヤカミキリ

等）の被害が深刻化しており、墨堤の桜の景観の維持が大きな課題となっている。 
本業務は、令和６年度に策定した「隅田公園再整備構想」に基づき、地域住民やボランティ

ア団体、学識経験者等と十分に連携、調整しながら、令和９年度の「墨堤の桜再生計画」の策

定に向け、計画的な植替えによる更新や生育環境の改善による延命など、墨堤の桜が抱える課

題解決に効果的な桜の再生手法を検討するものである。 
さらに、墨堤の桜が持つ歴史的価値と風景を次世代へと継承することを目指し、ボランティ

ア団体による保全活動の活性化や民間活力の活用による維持管理スキームの構築、墨堤さくら

まつり等の既存資源を活用した魅力のブラッシュアップなど、墨堤の桜を核とした地域の活性

化に資する施策を多角的に検討することとする。 
本要領は、豊富な経験や専門的な知見を有する受託者から、桜の計画的な更新、維持管理手

法等、歴史的価値や風景が継承できる桜の再生手法について、最適で実効性の高い提案を求め

るため、墨堤の桜再生計画策定支援業務（その１）の受託者をプロポーザル方式により選定す

る手続について、必要な事項を定めるものである。 
 
２ 業務概要 
（１）件名 墨堤の桜再生計画策定支援業務委託（その１） 
（２）概要 別紙「仕様書」のとおり 
 
３ 提案限度価格 
  ６，５００，０００円（税込） 

 
４ 応募資格 
本プロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）対象業務における区での競争入札参加資格を有していること。 
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない

こと。 
（３）墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱（平成１８年９月２０日１８墨総契第３８

７号）による指名停止を受けていないこと。 
（４） 墨田区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３年５月１６日２３墨総契第１３５号）
による入札参加除外措置を受けていないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４ 号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て
又は民事再生法（平成１１ 年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立
てがされていないこと。 



 

（６）国又は地方自治体において、過去１０年間に同種・類似業務（都市公園や河川敷等の桜に

係る計画）の受託実績を有すること。 
 
 
５ スケジュール（予定） 

項番 項目 日程（提出期限） 

1 公募期間 
令和８年４月２７日（月）から 

令和８年５月２０日（水）まで 

２ 実施要領、仕様書等の配布 同上 

３ 質問書の提出期限 令和８年５月１２日（火） 

４ 質問に対する回答 令和８年５月１５日（金）（予定） 

５ 参加申込書等の提出期限 令和８年５月２０日（水） 

６ 
審査の実施 

（プレゼンテーション＆ヒアリング） 
令和８年５月２９日（金）（予定） 

７ 審査結果通知の発送 令和８年６月２日（火）（予定） 

８ 契約締結 令和８年７月上旬 

 
６ 実施要領及び必要書類の掲載 
（１）配布日 
   令和８年４月２７日（月）から令和８年５月２０日（水）まで 
（２）配布方法 
   墨田区ホームページからのダウンロードによる。 
   URL：http://www.city.sumida.lg.jp/ 
 
７ 質問受付及び回答  
本要領等に関する質問を次のとおり受け付ける。 

（１）受付期限 令和８年５月１２日（火）午後５時【必着】 
※受付期間を過ぎた質問並びに電話、FAX及び訪問による質問は受け付けない。 

（２）受付方法 別紙「質問書」（様式７）により電子メールで提出すること。 
        メールアドレス：TOSHISEIBIKA@city.sumida.lg.jp 

※メールの件名は「【社名】墨堤の桜プロポーザルに係る質問書の送付」とすること。 
（３）回答方法 令和８年５月２０日（水）（予定）に、質問者名を伏せた上で、区ホームページ

上で回答する。 
※競争上の地位その他の正当な利益を害する恐れのある質問に対しては回答しない。 

 
８ 応募書類の提出 
（１）提出期限 令和８年５月２０日（水）午後 5時【必着】 
（２）提出先  〒１３０－８６４０ 墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

墨田区都市整備部都市整備課（墨田区役所庁舎９階） 
電話番号：０３－５６０８－６５８１ 

（３）提出方法 持参又は郵送によること。 
        ※持参の場合は平日午前８時３０分から午後５時までに提出すること。 
        ※郵送に関する事故については、区は一切責任を負わないものとする。 
 

http://www.city.sumida.lg.jp/
mailto:TOSHISEIBIKA@city.sumida.lg.jp


 

 
（４）提出書類等 
  ア 提出書類 

  名称 様式 
（ア） プロポーザル参加申込書 様式１ 
（イ） 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書 様式２ 
（ウ） 法人概要及び業務実績 

※実績が確認できる書類を添付すること。 
様式３ 

（エ） 企画提案書 
※専門知識を有しない者であっても容易に理解できる内容とし、別紙「仕

様書」の業務内容を理解した上で、「10 審査項目及び審査基準」を参
考に次の①～⑤が反映された企画提案書とすること。 
① 基礎調査方法 
② 再生手法の方向性 
③ 維持管理手法の方向性 
④ その他の独自提案 
⑤ 業務実施工程（委託期間内における詳細工程がわかるもの。） 

自由様式 

（オ） 業務実施体制 様式４ 
（カ） 配置予定主任技術者調書 様式５ 
（キ） 見積書 自由様式 
（ク） 審査項目対照表 様式６ 
（ケ） その他（会社案内、パンフレット等） 任意 

  イ 提出部数 
    正本１部、副本７部及び電子データ（CD－R）２部 
  ウ 提出に当たっての注意事項 
   （ア）用紙サイズは A4判とすること。  

（イ）企画提案書は A4判用紙長編綴じで５枚以内（片面印刷、両面印刷どちらも可）にま
とめること。 

（ウ）副本は、会社名及び会社を特定する事項を全てマスキング処理すること。  
（エ）電子データ（PDFデータ）においても会社名等を明記したもの（正本）と伏せたも
の（副本）それぞれ提出すること。 

（オ）資料は１部ずつファイルに綴じ、様式毎にインデックスを貼り付けること。  
 
９ 選定方法 
本区職員で構成する選定委員会による書類及びプレゼンテーション審査にて、受託候補者を

選定する。 
なお、審査経過については、一切公表しない。 
また、参加事業者が１者のみの場合においても同様の審査を行い、妥当であると判断された

場合は受託候補者として決定する。 
（１）実施時期 令和８年５月２９日（金）（予定） 

※実施日時、会場、必要な持ち物等の詳細は、別途連絡する。 
（２）審査方法 
   企画提案内容に関するプレゼンテーション（１５分以内）及び選定委員会によるヒアリン 
グ（１０分程度）による審査を実施する。 



 

   また、当日のプレゼンテーションは、本業務配置予定の技術者（主任技術者又は担当技術 
者）が行うこととする。 
 

10 審査項目及び審査基準 
審査項目 審査基準 

企
画
提
案
書 

本業務の理解度 
・墨堤の桜の歴史や特性、本業務の目的及び内容を理解した上で、

適切な提案になっているか。 

基礎調査方法に関す

る提案 

・近年における全国的な動向や多自治体の類似計画等を踏まえた上

で、墨堤の桜の特性を考慮した調査手法や調査項目についての提案

がされているか。 
・地域ボランティア団体による保全調査等と連携した調査方法の提

案がされているか。 

再生手法の方向性に

関する提案 

・墨堤の桜の特性、墨堤のさくらまつりや隅田川花火大会といった

利活用状況、墨堤の桜の景観維持等を総合的に考慮した上で、先進

的な提案がされているか。 
・植替えによる更新や保全活動による延命等の再生手法について、

基礎調査結果等を踏まえた、地域住民や公園利用者等の第三者が理

解しやすいプロセスや判断基準が提案されているか。 

維持管理手法の方向

性に関する提案 

・墨堤の桜の特性や費用対効果、地域ボランティア団体との協働等

を考慮した上で、維持管理手法の提案がされているか。 
・民間企業のノウハウを最大限に活用する管理運営体制や共創型資

金調達（クラウドファンディング、ネーミングライツ、ふるさと納

税等）等の活用提案がされているか。 

その他の独自提案 
・独自性、優位性があり区にとって有益な提案がされており、実現

が期待できるか。  

・区の課題やニーズを配慮した提案になっているか。 

本業務に対する意欲 ・業務に取り組む熱意や強い姿勢は感じられるか。 

見積書 
・本業務に係る経費見積りは、経費内訳や積算根拠が明確であるか。 
・十分な費用対効果が得られるか。 

事
業
者
（
業
務
遂
行
力
） 

業務実施体制 
・会社概要及び業務の実施体制から勘案して、業務を確実に遂行で

きるか。 
・業務を円滑に履行することができる人員を配置しているか。 

業務実施工程 
・具体的かつ現実的で、業務を確実に履行できる工程が組まれてい

るか。 

業務実績 ・本事業を効果的に遂行し得る業務実績を有しているか。 



 

 

11 事業者の選定 
（１）通知日  令和８年６月２日（火）（予定） 
（２）通知方法 担当者へのメールによる。 
 
12 契約手続 
（１）契約の締結 

選定された事業者は、本業務の受託候補者として、企画提案書に基づき、本区と詳細な内

容について協議を行った上で、墨田区契約事務規則（昭和３９年墨田区規則第１１号）の規

定に基づき、予算の範囲内において契約を締結する。 
（２）次順位者の繰上げ 

受託候補者と契約を締結することができない事由が生じた場合は、総合点の合計が次順位

以下となった提案者のうち、点数が上位であった者から順に契約締結の交渉を行うこととす

る。 
 
13 その他 
（１）提出書類等の作成及びプロポーザルの参加に関する費用の全ては、提案者の負担とする。 
（２）提出期限を過ぎてからの書類の差替え及び修正は認めない。 
（３）区が必要と認めたときには、追加資料の提出を求めることがある。 
（４）提出された書類等は、本委託業務の選定以外には無断で使用しない。 
（５）提出された書類は、返却しない。 
（６）本件に係る情報公開請求があったときは、墨田区情報公開条例（平成１３年３月２９日条

例第３号）に基づき、非公開情報を除き提出書類を開示する。 
（７）提案者が次の事項に該当したときは、失格とする。 
ア 実施要領に定める手続を遵守しないとき。 
イ 応募書類に虚偽の記載をしたとき。 
ウ 審査の公平性に影響を与える行為をしたとき。 

（８）審査結果に係る異議申し立ては、一切受け付けない。 
 
14 問合せ先 
墨田区都市整備部都市整備課 

担当：飯島、横山 

〒１３０－８６４０ 墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号（墨田区役所庁舎９階） 

  電話番号：０３－５６０８－６５８１ FAX：０３－５６０８－６４０９ 

メールアドレス：TOSHISEIBIKA@ city.sumida.lg.jp 


